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2026 年 6 月 3 日 
 

「『日本版スチュワードシップ・コード』の受け入れについて」の改訂 
 

ニッセイアセットマネジメント株式会社（社⾧:大関洋、以下「当社」）は、今般、「『日本版スチュワードシッ

プ・コード』の受け入れについて」の改訂を行いましたので、お知らせいたします。 

 

主な改訂内容は、以下の通りです。 

 

今後とも責任ある機関投資家として、スチュワードシップ活動に必要な能力の更なる向上に努め、スチュワード

シップ責任を適切に果たしていきます。 

※諸原則への当社取組み方針については、以下リンク先をご覧ください。

https://www.nam.co.jp/company/responsibleinvestor/stewardship.html 

以 上 

 

 

 

ご注意事項 

 当資料は、情報提供を目的として作成しており、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。 

 当資料の内容は具体的な商品を勧誘するものではないので、手数料や報酬等の種類ごとの金額及びその合計額

については、表示することができません。 

 投資する有価証券の価格の変動等により損失を生じるおそれがあります。 

 市場見通し等は、お客様の運用方針や投資判断等の参考となる情報の提供を目的としたものです。実際の投資

等に係る最終的な決定は、お客様ご自身のご判断で行っていただきますようお願い申し上げます。 

 当資料に記載された運用商品、手法等は、リスクを含みます。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果

（損益）は全て投資家の皆様のものとなります。元本が保証された商品、手法ではありません。 

 当資料は、現時点で信頼できると考えられる情報を基に作成しておりますが、情報の正確性や完全性を保証するも

のではありません。 

原則 改訂内容 

原則 4 

「実質株主の透明性向上」に向け、「株式保有状況」の説明の方針を策定し、実施してい

るが、具体的な問い合わせ方法等について、追記 

 

＜企業との対話の視点＞の「ガバナンス/リスク管理」の中で、『適切な独立社外取締役

の採用を行うとともに、取締役会事務局（コーポレートセクレタリー）の設置などのサポー

ト態勢の整備により、取締役会の実効性が確保できているか』を追記。 
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 当資料に関わる一切の権利は、引用部分を除き弊社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部または全部の無

断での使用・複製は固くお断りいたします。 
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